
社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
四
三
）

社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体

矢　
　

野　
　
　
　
　

聡

1
．
は
じ
め
に

イ
ギ
リ
ス
の
社
会
保
障
制
度
成
立
、
言
い
換
え
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
起
源
は
、
救
貧
法
の
存
在
抜
き
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
一
八
三
四
年
以
降
か
ら
続
い
た
救
貧
法
行
政
と
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
そ
の
胎
動
を
見
せ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
保
障
制
度
を

単
な
る
救
貧
法
か
ら
の
連
続
性
な
い
し
単
純
な
発
展
性
の
脈
絡
で
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
で
に
一
九
世
紀
か
ら
普
通
選
挙
の
実
施
過

程
と
、
労
働
者
階
級
の
利
害
を
代
表
す
る
政
治
形
態
の
要
求
が
強
ま
る
中
で
、
近
代
国
家
の
中
央
集
権
的
社
会
政
策
を
求
め
る
動
き
が
欧

米
先
進
諸
国
で
広
が
っ
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
、
こ
の
新
た
な
社
会
政
策
を
近
代
国
民
国
家
が
担
う
と
い
う
目
標
を
掲
げ
て
、
比

較
的
容
易
に
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
成
し
遂
げ
る
基
盤
を
獲
得
し
た
。
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
は
、
世
界
に
先
駆
け
て
地
方
税
を
財
源
と
す

る
救
貧
法
と
い
う
名
の
公
的
扶
助
制
度
を
確
立
し
、
し
か
も
そ
れ
を
一
七
世
紀
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
お
よ
び
定
住
法
と
い
う
制
度
体
系

論　

説
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
四
四
）

の
も
と
に
三
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
維
持
し
て
き
た
。
世
界
の
社
会
福
祉
行
政
の
先
覚
者
と
し
て
の
そ
の
特
徴
は
、
中
央
集
権
的
行
政

統
治
と
は
全
く
異
な
る
地
方
行
政
主
体
の
社
会
政
策
の
仕
組
み
で
あ
っ
た
。
一
六
〇
一
年
に
成
立
し
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
救
貧
法
お
よ
び

一
六
二
二
年
の
定
住
法
で
は
、
当
初
孤
児
や
そ
の
他
の
児
童
（
虞
犯
児
童
を
含
む
）、
貧
民
や
高
齢
者
、
障
害
者
等
と
浮
浪
者
、
身
元
不
明

の
者
等
を
福
祉
的
救
済
と
、
刑
事
的
処
罰
を
混
合
し
て
取
り
扱
っ
て
い
た
。
し
か
し
一
七
四
一
年
以
降
、
刑
事
犯
罪
と
福
祉
政
策
は
明
確

に
区
分
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
救
貧
法
お
よ
び
定
住
法
は
地
方
税
に
よ
る
地
方
行
政
の
社
会
福
祉
施
策
と
し
て
次
第
に
特
化
し
て
い
っ
た
。

一
九
世
紀
末
か
ら
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
や
他
の
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
に
所
属
す
る
イ
ギ
リ
ス
的
社
会
主
義
者
た
ち
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
国
で
採

用
し
た
社
会
保
障
制
度
を
目
指
し
、
中
央
集
権
的
社
会
政
策
の
た
め
の
過
激
な
「
救
貧
法
解
体
論
」
を
唱
え
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
お
よ

び
社
会
が
そ
れ
を
す
ぐ
に
受
容
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
左
派
的
分
析
か
ら
見
れ
ば
、
長
い
歴
史
を
誇
る
救
貧
法
行
政
は
社
会
保
障
制

度
の
実
現
に
と
っ
て
む
し
ろ
阻
害
要
因
と
映
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
多
く
の
国
に
と
っ
て
社
会
福
祉
行
政
は
革
新
的
、

社
会
民
主
的
政
策
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
、
早
く
か
ら
そ
の
行
政
機
構
を
備
え
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
は
、
逆
に
保
守
的
行
政
の
象
徴
と

映
っ
た
。
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
ら
の
働
き
か
け
や
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
ら
の
努
力
も
あ
っ
て
、
確
か
に
一
九
三
〇
年
を
も
っ
て
救
貧
法
は
消
滅

す
る
が
、
そ
の
残
滓
は
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
示
さ
れ
た
社
会
保
障
の
仕
組
み
が
整
う
ま
で
、
実
際
に
存
続
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
社
会
福
祉
行
政
の
遂
行
上
、
む
し
ろ
両
者
は
相
反
す
る
理
念
の
中
で
時
に
は
共
通
し
た
現
実
的
社
会
政
策
の
課
題
に
対
処
す

る
た
め
の
行
政
を
共
に
遂
行
し
て
い
た
。
こ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
的
特
徴
と
い
え
る
。

そ
れ
で
は
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
と
イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
起
源
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
フ
レ
イ
ザ
ー

（F
raser D

.1981

）
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
「
福
祉
国
家
は
本
質
的
に
苛
酷
か
つ
意
に
そ
ぐ
わ
な
い
救
貧
法
に
対
す
る
反
動
で
あ
っ
た
と
推

測
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
」
と
明
快
に
述
べ
て
い
る
（
1
）

。
イ
ギ
リ
ス
が
社
会
保
障
に
よ
る
中
央
集
権
型
福
祉
国
家
を
目
指
し
た
起
源
、
言
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社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
四
五
）

い
換
え
れ
ば
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
の
救
貧
法
行
政
の
限
界
点
を
フ
レ
イ
ザ
ー
は
次
の
三
つ
に
分
類
し
た
。

⑴　

担
当
行
政
部
局
と
実
質
的
内
容
の
双
方
に
お
け
る
救
貧
法
の
過
酷
さ
及
び
不
十
分
さ

⑵　

新
救
貧
法
が
最
も
重
要
と
し
た
初
期
ビ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
行
政
手
法
に
よ
る
実
利
主
義
を
呼
び
起
こ
す
自
律
的
官
僚
主
義
的
発
展

形
態

⑶　

救
貧
法
を
終
わ
ら
せ
な
い
他
の
手
段
に
よ
る
社
会
統
制
の
手
法
（
2
）

こ
の
分
類
法
は
、
社
会
保
障
の
発
達
と
救
貧
法
の
解
体
に
関
す
る
全
く
異
な
っ
た
二
つ
の
議
論
か
ら
派
生
し
て
い
る
。
一
つ
は
イ
ギ
リ

ス
の
左
派
に
よ
る
知
的
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
視
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
近
代
的
福
祉
国
家
の
発
展
は
イ
ギ
リ
ス
社
会
と
政
治
に
よ
る
啓
発
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
九
四
八
年
以
降
に
至
る
福
祉
国
家
の
確
立
過
程
を
常
に
イ
ギ
リ
ス
が
有
し
て
い
た
自
己
礼
賛
を
含
む

イ
ギ
リ
ス
社
会
の
「
前
進
」
と
「
向
上
」
に
よ
っ
て
説
明
す
る
や
り
方
で
あ
る
（
3
）

。
こ
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
福
祉
国
家
の
発
達
は
善
と
し
て

描
か
れ
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
に
象
徴
さ
れ
る
救
貧
法
は
そ
の
逆
と
し
て
描
か
れ
る
。
確
か
に
ビ
ク
ト
リ
ア
期
か
ら
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
収
容
を

中
心
と
す
る
救
貧
法
行
政
は
過
酷
で
非
人
間
的
と
の
印
象
を
イ
ギ
リ
ス
国
民
が
有
し
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス

の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
よ
っ
て
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
世
論
が
形
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
誇
張
さ
れ
、
創
造
豊
か
に
脚
色
さ
れ
た

も
の
で
、
反
救
貧
法
運
動
の
政
治
宣
伝
の
一
環
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
（
4
）

。
し
か
し
、
ビ
ク
ト
リ
ア
期
を
通
じ
て
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス

収
容
に
よ
る
行
政
機
構
に
よ
り
多
く
の
生
活
困
窮
者
が
飢
餓
や
流
民
の
状
態
か
ら
免
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
。
ま
た
生
活
困
窮
者
の

生
存
を
保
障
す
る
と
い
う
法
的
意
味
は
、
保
護
委
員
会
（C

om
m
ittees of G

uardians

）
が
生
活
困
窮
（destitution

）
の
状
態
と
し
て
認
定

し
た
基
準
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
厳
密
な
資
産
の
査
定
や
親
族
の
扶
養
優
先
義
務
等
を
含
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
付
け

加
え
れ
ば
、
当
時
の
生
活
困
窮
は
、
精
神
疾
患
を
含
む
疾
病
状
況
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
四
六
）

に
よ
る
手
厚
い
公
的
扶
助
行
政
は
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
こ
の
国
に
も
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
救
貧
行
政
を
伝
統
的
に
担
っ
た

保
護
官
た
ち
は
、
名
誉
職
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
ほ
と
ん
ど
の
場
合
当
該
地
区
の
生
活
困
窮
者
に
対
し
て
そ
の
救
済
と
自
立
助
長
の

た
め
の
自
分
た
ち
の
役
割
を
演
じ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
は
恐
怖
の
家
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
衣
食
住
で

何
一
つ
残
さ
れ
て
い
な
い
生
活
困
窮
者
や
そ
の
家
族
に
し
て
み
れ
ば
快
適
な
家
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
（
5
）

。

こ
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
社
会
改
良
の
時
代
と
呼
ば
れ
る
一
九
〇
〇
年
代
か
ら
一
九
一
〇
年
代
ま
で
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
社
会
保
障
制

度
の
成
立
と
発
展
は
、
残
存
し
た
救
貧
法
行
政
機
構
と
の
込
み
入
っ
た
構
造
と
調
整
の
時
期
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
。
救
貧
法
の
最
終
局

面
を
な
す
こ
の
時
代
の
研
究
は
、
し
た
が
っ
て
よ
り
複
雑
で
難
解
で
あ
る
。
ち
な
み
に
イ
ギ
リ
ス
の
こ
の
時
代
を
分
析
し
た
わ
が
国
の
先

行
研
究
も
、
実
際
の
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
が
存
在
す
る
。
代
表
的
な
も
の
を
三
つ
挙
げ
る
と
、
小
川
喜
一
の
「
イ
ギ
リ
ス
社
会
政
策

史
論
（
一
九
六
一
年
（
6
）

）」、
樫
原
朗
の
「
イ
ギ
リ
ス
社
会
保
障
の
史
的
研
究
Ⅰ
（
一
九
七
三
年
（
7
）

）」、
そ
し
て
大
沢
真
理
の
「
イ
ギ
リ
ス
社
会
政

策
史
（
一
九
八
六
年
（
8
）

）」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
の
小
川
喜
一
の
研
究
は
、
当
時
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
学
会
で
優
勢
で

あ
っ
た
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
よ
る
歴
史
観
に
影
響
を
受
け
て
い
る
が
、
そ
の
研
究
姿
勢
の
独
自
性
と
社
会
政
策
上
の
要
点
の
把
握
は
、
そ

の
後
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
政
策
研
究
の
手
法
に
大
き
な
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
。
樫
原
朗
の
研
究
は
、
当
時
の
最
新
の
イ
ギ
リ
ス
の
著
作

を
引
用
し
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
か
つ
精
緻
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
研
究
と
し
て
の
凝
集
性
、
ス
ト
ー
リ
ー
性
へ
の
配
慮
が
や
や
薄
い
と

感
じ
ら
れ
る
。
大
沢
真
理
の
二
〇
世
紀
初
頭
以
降
の
研
究
は
、
救
貧
法
に
関
す
る
王
立
委
員
会
の
時
代
的
な
流
れ
の
中
か
ら
主
に
失
業
給

付
を
中
心
に
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
王
立
委
員
会
（
少
数
派
）
報
告
と
そ
の
後
の
救
貧
法
行
政
対
社
会
保
障
と
の
観
点
か
ら

の
制
度
的
対
比
を
明
瞭
に
す
る
作
業
を
十
分
に
行
い
得
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
本
稿
が
求
め
る
視
点
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究

（
い
ず
れ
も
す
で
に
公
に
認
め
ら
れ
て
い
る
労
作
で
あ
る
）
が
十
分
に
解
析
で
き
な
か
っ
た
部
分
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
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社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
四
七
）

2
．
国
民
保
険
制
度
の
成
立
過
程

従
来
の
救
貧
法
的
福
祉
政
策
か
ら
完
全
に
異
な
っ
た
視
点
か
ら
の
イ
ギ
リ
ス
の
本
格
的
な
社
会
保
障
制
度
の
立
ち
上
げ
は
、
ロ
イ
ド
・

ジ
ョ
ー
ジ
（D

avid L
loyd G

eorge, 1st E
arl L

loyd G
eorge of D

w
yfor, O

M
, P
C

、
一
八
六
三
年
│
一
九
四
五
年
）
の
働
き
か
け
に
よ
る
社
会

保
険
立
法
か
ら
始
ま
る
と
み
て
よ
い
（
9
）

。

ブ
ル
ー
ス
（B

ruce M
. 1968

）
に
よ
れ
ば
、
彼
が
一
九
〇
九
年
に
実
施
し
た
「
人
民
予
算
（P

eople ’s B
udget

）」
は
福
祉
予
算
と
も
い

わ
れ
、
こ
れ
を
受
け
て
ド
イ
ツ
は
自
国
の
社
会
保
険
制
度
に
よ
る
国
家
形
態
を
「
福
祉
国
家
（W

ohlfahrtstaat

）
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
、

と
述
べ
て
い
る
（
10
）

。
今
日
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
保
障
の
象
徴
で
あ
る
一
九
一
一
年
国
民
保
険
法
は
、
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ

が
ド
イ
ツ
を
視
察
し
て
、
社
会
保
険
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
国
家
が
市
民
の
生
涯
生
活
に
介
入
す
る
現
状
を
調
査
し
た
こ
と
に
よ
る
（
11
）

。
ロ

イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
に
し
て
み
れ
ば
こ
れ
は
ウ
ェ
ッ
ブ
ら
が
主
張
す
る
社
会
主
義
的
国
家
サ
ー
ビ
ス
と
も
異
な
り
、
ま
た
従
来
の
自
由
放
任
、

貧
困
へ
の
救
援
抑
制
、
ス
テ
ィ
グ
マ
の
恐
怖
も
除
去
で
き
る
、
自
ら
の
国
内
向
け
政
策
目
標
と
し
て
最
善
の
手
段
と
映
っ
た
に
違
い
な
い
。

ま
た
、
労
働
者
階
級
の
権
利
の
向
上
に
直
結
す
る
こ
の
制
度
は
、
救
貧
法
解
体
運
動
を
唱
え
な
が
ら
そ
れ
が
思
い
通
り
に
進
ま
な
い
フ
ェ

ビ
ア
ン
協
会
ら
と
は
異
な
っ
た
形
で
議
会
労
働
党
の
議
員
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
読
ん
で
い
た
と
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に

大
蔵
卿
と
し
て
、
福
祉
関
係
の
社
会
政
策
に
こ
れ
以
上
の
国
税
、
地
方
税
を
投
入
で
き
な
い
、
と
の
事
情
を
抱
え
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
国
民
保
険
制
度
を
提
唱
す
る
演
説
で
、
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
下
院
議
会
で
窮
乏
の
原
因
の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
疾
病
か
ら

き
て
い
る
と
述
べ
て
、
友
愛
組
合
や
保
険
会
社
に
保
険
拠
出
を
は
た
ら
き
か
け
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
民
保
険
法
の
パ
ー

ト
Ⅰ
は
疾
病
に
り
患
し
た
者
へ
の
給
付
と
そ
の
予
防
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
採
用
し
て
い
た
事
業
主
と
被
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八
）

保
険
者
に
よ
る
拠
出
に
よ
る
社
会
保
険
制
度
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
賃
金
に
比
例
す
る
社
会
保
険
料
の
徴
収
方
式
で
は
な
く
、
労
働
者
及

び
事
業
主
が
定
額
を
支
払
う
、
均
一
拠
出
の
方
法
を
採
用
し
た
。

ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
疾
病
保
険
の
拠
出
は
、
男
子
雇
用
労
働
者
に
つ
い
て
は
週
四
ペ
ン
ス
の
保
険
料
、
女
子
雇
用
労
働
者
は
週
三
ペ

ン
ス
の
保
険
料
を
、
事
業
主
は
個
々
の
保
険
料
に
週
三
ペ
ン
ス
ず
つ
を
、
ま
た
国
家
が
週
二
ペ
ン
ス
ず
つ
を
充
て
る
、
と
い
う
仕
組
み
で

あ
っ
た
。
一
方
給
付
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
が
疾
病
に
り
患
し
て
労
働
不
能
に
な
っ
た
場
合
、
男
子
に
は
週
一
〇
シ
リ
ン
グ
を
、
女
子
に

は
七
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
を
最
初
の
一
三
週
間
に
わ
た
っ
て
支
払
う
（
こ
れ
以
降
日
数
を
超
過
す
れ
ば
減
額
支
給
で
最
長
二
六
週
）、
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
二
六
週
を
過
ぎ
て
障
害
が
残
っ
た
場
合
は
、
週
五
シ
リ
ン
グ
を
受
給
で
き
た
。
ま
た
妊
娠
し
た
女
子
に
つ
い
て
は

出
産
時
に
三
〇
シ
リ
ン
グ
の
出
産
手
当
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
社
会
保
険
は
一
六
歳
以
上
で
年
間
の
収
入
が
一
六
〇
ポ
ン
ド

以
下
の
す
べ
て
の
現
業
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
パ
ー
ト
Ⅰ
の
保
健
サ
ー
ビ
ス
管
理
を
担
当
す
る
の
は
保
険
委
員

会
（Insurance C

om
m
ittee

）
で
あ
っ
た
。
ま
た
今
日
で
い
う
保
険
者
と
し
て
の
機
関
は
国
が
こ
れ
を
行
う
の
で
は
な
く
、
簡
易
保
険
会
社

と
友
愛
組
合
の
う
ち
一
定
数
以
上
の
規
模
を
持
ち
、
財
政
的
に
も
信
頼
で
き
る
認
可
組
合
が
保
険
料
の
徴
収
及
び
保
険
給
付
を
担
当
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
法
案
は
大
き
な
反
対
も
な
く
比
較
的
短
期
で
下
院
を
通
り
、
貴
族
院
で
も
了
承
さ
れ
て
公
布
が
実
現
し
た
。
施
行

は
一
九
一
三
年
一
月
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
日
雇
用
労
働
者
は
、
自
分
お
よ
び
そ
の
家
族
が
疾
病
や
け
が
で
Ｇ
Ｐ

（
一
般
医
）
に
か
か
る
場
合
、
自
由
な
ア
ク
セ
ス
で
基
本
的
な
初
期
診
療
は
結
果
的
に
無
料
で
か
か
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
結
核
療
養

の
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
も
こ
れ
が
適
用
さ
れ
た
。
し
か
し
病
院
の
入
院
費
に
適
用
す
る
に
は
無
理
が
あ
っ
た
（
12
）

。

次
は
パ
ー
ト
Ⅱ
の
失
業
保
険
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
疾
病
保
険
の
よ
う
に
拠
出
制
で
、
被
用
者
と
事
業
主
は
週
二
・
五
ペ
ン
ス
ず
つ
、

国
家
が
平
均
一
・
六
七
ペ
ン
ス
拠
出
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
失
業
保
険
は
雇
用
の
規
模
、
種
類
が
厳
格
で
、
限
ら
れ
た
職
種
の
中
小
企
業

六
一
六



社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
四
九
）

の
労
働
者
し
か
適
用
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
。
ハ
リ
ス
（H

arris,B
.2004

）
の
著
述
に
よ
れ
ば
、
適
用
対
象
者
数
は
初
期
の
場
合
、
お
よ

そ
二
二
五
万
人
で
あ
っ
た
と
い
う
（
13
）

。
失
業
の
給
付
は
一
九
一
三
年
一
月
か
ら
給
付
が
始
ま
っ
た
が
、
失
業
が
発
生
し
た
一
週
間
目
か
ら
給

付
が
発
生
し
、
一
八
歳
以
上
に
労
働
者
に
週
五
シ
リ
ン
グ
の
受
給
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
期
間
の
限
定
が
あ
り
、
一
年
間
（
五
二

週
）
に
受
給
可
能
な
期
間
は
最
高
一
五
週
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
国
民
保
険
法
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
国
民
へ
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
失
業
者
へ
の
給
付
サ
ー
ビ
ス
は
、
自
由
党
政
府
の
社
会

保
障
制
度
確
立
の
要
点
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
蔵
相
の
主
導
に
よ
る
国
民
保
険
の
疾
病
保
険
制
度
の
実
現
は
、
救

貧
法
行
政
の
中
で
も
と
り
わ
け
医
療
サ
ー
ビ
ス
給
付
部
門
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
パ
ッ
ト
・
セ
イ
ン
（T

hane, P
.1982

）
の
研
究
に

よ
れ
ば
、
国
家
老
齢
年
金
及
び
国
民
保
険
法
の
実
施
に
よ
っ
て
一
九
一
〇
年
に
は
全
国
で
九
一
万
六
三
七
七
人
の
生
活
困
窮
者
が
、

一
九
一
三
年
に
は
七
八
万
八
〇
一
九
人
と
、
お
よ
そ
二
割
も
減
少
し
た
と
さ
れ
る
（
14
）

。
し
か
し
救
貧
法
行
政
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
多
少
の
関

連
性
が
指
摘
さ
れ
る
無
拠
出
老
齢
年
金
よ
り
も
さ
ら
に
何
の
関
連
性
も
な
い
国
民
保
険
制
度
の
成
立
が
、
貧
民
の
救
済
と
予
防
と
い
う
意

味
で
生
活
全
体
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
事
実
は
、
救
貧
法
の
存
在
感
を
希
薄
に
す
る
決
定
的
な
要
因
と
な
っ
た
。

社
会
保
障
制
度
の
確
立
に
、
救
貧
法
側
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
救
貧
法
の
負
の
遺
産
を
象
徴
す
る
の
は
、
ワ
ー
ク
ハ

ウ
ス
の
用
語
と
と
も
に
新
救
貧
法
発
足
時
に
建
て
ら
れ
た
独
特
の
建
築
物
で
あ
っ
た
。
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
そ

の
も
の
の
改
善
運
動
が
積
極
的
に
行
わ
れ
た
。
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
収
容
者
は
次
第
に
福
祉
対
象
別
に
分
け
ら
れ
、
い
つ
の
間
に
か
「
入
所

者
」
と
な
っ
た
。
例
え
ば
高
齢
者
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
、
傷
病
者
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
、
精
神
障
害
及
び
精
神
病
者
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
、
児
童
ワ
ー
ク

ハ
ウ
ス
、
と
い
う
よ
う
に
区
分
さ
れ
て
い
っ
た
。

一
九
〇
五
年
に
立
ち
上
が
っ
た
救
貧
法
に
関
す
る
王
立
委
員
会
は
忌
ま
わ
し
い
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
と
い
う
用
語
の
呼
称
を
禁
じ
て
目
的
に

六
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か
な
っ
た
救
貧
法
施
設
と
い
う
施
設
名
称
を
使
用
す
る
よ
う
に
申
し
入
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
は
次
第
に
制
度
及
び
そ
の

建
物
と
し
て
の
機
能
が
本
来
有
し
て
い
た
福
祉
施
設
と
し
て
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
一
一
年
、
地
方
自
治
庁
（L

ocal 

G
overnm

ent B
oard

以
下
Ｌ
Ｇ
Ｂ
と
記
す
）
は
「
救
済
規
則
令
（T

he R
elief R

egulation O
rder

）」
を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
救
貧
法
保
護
官

（P
oor L

aw
 G
uardian

）
行
政
の
先
例
を
破
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
全
国
教
区
連
合
を
強
制
適
用
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
救
済

に
当
た
っ
て
ケ
ー
ス
ペ
ー
パ
ー
の
使
用
を
強
制
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
院
外
救
済
は
二
週
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
五
週
間

ご
と
に
給
付
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
世
帯
主
の
男
子
が
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
に
収
容
さ
れ
た
場
合
、
家
族
に
は
居
宅

の
ま
ま
の
保
護
救
済
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
内
縁
や
別
居
中
の
妻
に
も
適
用
さ
れ
た
。
さ
ら
に
規
則
令
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
で
有
能
貧
民

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
行
政
用
語
の
規
制
適
用
の
厳
格
化
は
そ
の
後
さ
ら
に
進
み
、
一
九
一
三
年
に
す
べ
て
の
ワ
ー
ク
ハ

ウ
ス
は
救
貧
法
施
設
（P

oor L
aw
 Institutions

）
と
改
名
さ
れ
、
官
庁
用
語
か
ら
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
ほ
か
、
窮
民
（P

auper

）
と
い
う
用

語
も
完
全
に
削
除
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
命
令
は
行
政
側
に
よ
る
一
方
的
な
も
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
は
通
常
ど
お
り
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
と

言
い
続
け
た
。3

．
第
一
次
大
戦
と
救
貧
法

一
九
一
四
年
八
月
五
日
に
始
ま
り
、
一
九
一
八
年
一
一
月
一
一
日
に
終
了
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
を
巻
き
込
ん
だ
大
戦
争
、
第
一
次
世

界
大
戦
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
全
体
を
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
急
激
に
変
化
さ
せ
た
。
そ
れ
は
旧
来
の
概
念
の
破
壊
と
同
時
に
、
新
し
い
概
念
の

再
構
築
も
迫
っ
た
。
大
戦
を
通
じ
て
イ
ギ
リ
ス
を
指
導
し
た
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
連
立
内
閣
に
よ
る
政
府
は
、
彼
ら
が
い
っ
た
ん
確
立
し

た
福
祉
政
策
の
拡
充
を
一
貫
し
て
保
持
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
本
国
は
戦
場
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
イ
ギ
リ
ス
軍
お
よ
び
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
か
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社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
五
一
）

ら
派
遣
さ
れ
た
軍
隊
は
主
要
参
戦
国
と
し
て
ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
線
で
お
び
た
だ
し
い
犠
牲
者
を
出
し
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
は
、
そ
の
全
期
間
を
通
じ
て
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
構
造
及
び
価
値
観
を
根
本
的
に
変
え
た
と
い
え
る
。
大
戦
勃
発
ま
で

の
イ
ギ
リ
ス
は
労
働
者
階
級
の
政
治
的
台
頭
に
よ
っ
て
人
々
の
平
等
と
権
利
を
等
し
く
保
証
す
る
仕
組
み
、
つ
ま
り
自
国
の
社
会
保
障
の

確
立
が
大
き
な
国
家
目
標
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
大
戦
期
間
を
通
じ
て
、
そ
れ
が
国
家
安
全
保
障
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
。
様
々
な
軍

事
的
秩
序
が
社
会
の
中
に
入
り
込
む
よ
う
に
な
り
、
重
点
的
予
算
配
分
に
よ
る
国
防
へ
の
情
熱
が
人
々
の
求
め
る
価
値
へ
と
変
わ
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
（
15
）

。
従
来
は
民
間
企
業
が
有
し
て
い
た
交
通
や
輸
送
手
段
を
は
じ
め
と
し
て
、
次
第
に
準
国
有
化
さ
れ
る
状
態
に
な
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
と
は
異
な
っ
て
比
較
的
自
由
な
国
家
形
態
を
標
榜
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
も
、
あ
ら
ゆ
る
市
民
の
生
活
に
国
家
が
介
入
す

る
状
態
が
通
常
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
「
戦
争
社
会
主
義
」
と
呼
べ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
（
16
）

。
そ
れ
で
も
社
会
福
祉
対
象
者
と
最
も
貧

し
い
人
々
は
救
貧
法
の
受
給
対
象
者
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
一
九
一
二
年
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
（
行
政
用
語
で
は
「
救
貧
法
施

設
」
こ
こ
で
は
通
常
通
り
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
と
す
る
）
の
入
所
者
の
数
は
多
い
時
に
は
二
八
万
人
で
そ
の
後
は
暫
時
減
少
し
た
。
そ
の
理
由
は
、

高
齢
者
の
年
金
給
付
が
普
及
し
た
結
果
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
（
17
）

。
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
は
、
救
貧
法
の
施
設
で
は
す
で
に
高
齢
者
の
入
所
施

設
に
収
斂
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
す
で
に
救
貧
法
所
轄
の
養
護
施
設
、
小
規
模
施
設
、
貧
民
向
け
の
学
校
、
結
核
療
養
所
、
視
覚
障
が
い
者

施
設
の
よ
う
な
、
機
能
別
の
施
設
が
運
営
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
医
療
関
係
の
施
設
は
、
優
秀
な
看
護
師
の
下
で
眼
鏡
の

給
付
や
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
雰
囲
気
が
あ
り
、
高
齢
者
に
と
っ
て
は
優
れ
た
サ
ー
ビ
ス
で
さ
え
あ
っ
た
施
設
も
増
え
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
す
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
軍
部
は
救
貧
法
保
護
官
委
員
会
の
承
認
な
し
に
救
貧
法
施
設
の
資
源
を
戦
争
遂
行
の
目

的
で
接
収
す
る
こ
と
が
で
き
、
多
く
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
は
救
貧
法
関
係
の
医
療
資
源
（
医
療
官
、
看
護
師
等
の
人
材
の
ほ
か
、
医
療
機
器
や
医

療
設
備
を
含
む
）
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
前
線
か
ら
退
い
て
き
た
ベ
ル
ギ
ー
の
兵
士
、
民
間
人
の
居
住
建
物
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
大
陸
で
戦
い
、

六
一
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
五
二
）

負
傷
や
病
気
で
治
療
を
受
け
る
後
方
移
送
の
傷
病
患
者
の
支
援
の
設
備
に
回
さ
れ
た
。
そ
の
多
く
は
病
院
や
診
療
所
の
名
前
に
替
わ
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
で
は
、
こ
れ
以
上
の
救
貧
法
関
係
の
施
設
の
建
築
や
修
繕
が
中
止
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
大
戦
後
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ

ス
は
病
院
と
し
て
の
建
物
に
変
化
し
た
例
も
目
立
っ
た
。
ベ
ル
ギ
ー
か
ら
の
亡
命
者
や
軍
需
工
場
労
働
者
の
た
め
の
施
設
に
強
制
的
に
接

収
さ
れ
、
移
管
さ
れ
た
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
で
従
来
か
ら
入
所
し
て
い
た
救
貧
法
受
給
者
は
、
他
の
施
設
に
強
制
移
動
さ
せ
ら
れ
た
。
た
と
え

ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
部
の
ド
ー
バ
ー
海
峡
沿
い
の
ボ
ー
ン
マ
ス
・
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ
教
区
連
合
に
は
、
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ
の

敷
地
の
そ
ば
に
レ
ッ
ド
ハ
ウ
ス
と
呼
ば
れ
る
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
が
あ
り
、
主
に
高
齢
者
向
け
に
五
〇
の
ベ
ッ
ド
が
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
教
区

連
合
内
地
域
で
生
活
困
窮
に
落
ち
い
っ
た
人
々
が
こ
の
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
第
一
次
大
戦
の
勃
発
に
よ
り
ワ
ー
ク
ハ

ウ
ス
は
政
府
に
よ
っ
て
接
収
さ
れ
、「
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ
赤
十
字
病
院
」
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
病
気
や
け
が
を
し
た
ベ
ル
ギ
ー
兵
士

の
入
院
施
設
と
し
て
利
用
さ
れ
た
（
18
）

。
イ
ギ
リ
ス
南
部
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
で
は
、
こ
の
よ
う
な
現
象
が
各
地
で
起
こ
っ
た
。
一
時
的
難
民
や

避
難
者
、
傷
病
患
者
を
収
容
す
る
た
め
の
も
っ
と
も
簡
便
な
方
法
が
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
利
用
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
影
響
も
あ
っ

て
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
時
期
に
救
貧
法
関
係
の
給
付
受
給
者
お
よ
び
施
設
入
所
者
数
は
減
少
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
居
宅
で
給
付
を
受

け
る
救
貧
法
受
給
者
数
も
減
少
し
た
。
た
と
え
ば
一
九
一
〇
年
一
月
か
ら
一
九
一
七
年
一
月
の
間
に
、
救
貧
法
院
外
給
付
の
受
給
者
数
は

二
五
％
減
少
し
た
（
19
）

。

一
九
一
六
年
一
二
月
に
総
辞
職
し
た
ア
ス
キ
ス
内
閣
に
代
わ
っ
て
強
力
な
戦
争
遂
行
の
意
思
を
内
外
に
掲
げ
た
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
が

首
相
に
な
り
、
内
閣
を
率
い
た
。
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
国
民
に
戦
争
へ
の
協
力
を
求
め
る
た
め
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
、
戦
争
終
結
の

後
に
は
さ
ら
な
る
社
会
改
良
を
約
束
し
た
。
一
九
一
七
年
二
月
に
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
挙
国
一
致
内
閣
の
下
で
新
た
に
作
ら
れ
た
「
再
建

省
（T

he M
inistry of R

econstruction

）」
が
こ
の
仕
事
を
担
っ
た
が
、
戦
後
の
国
家
像
と
し
て
保
健
、
住
宅
、
教
育
、
失
業
な
ど
の
対
処

六
二
〇



社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
五
三
）

を
優
先
的
に
掲
げ
た
。
こ
れ
は
個
人
と
し
て
の
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
強
い
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
国
民
代
表
法
が
成

立
し
、
男
性
は
財
産
や
地
位
に
か
か
わ
り
な
く
、
二
一
歳
以
上
の
も
の
す
べ
て
に
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
、
同
時
に
三
〇
歳
以
上
の
女
性
に

も
普
通
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
政
治
的
背
景
も
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
よ
っ
て
、
多
数
の
労
働
者
階
級
に
参
政
権
が

新
た
に
付
与
さ
れ
た
結
果
、
労
働
党
員
も
含
む
挙
国
一
致
内
閣
と
し
て
政
府
に
参
画
し
て
い
た
労
働
者
の
地
位
向
上
と
保
護
及
び
福
祉
の

発
展
を
唱
え
る
政
治
的
意
図
は
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
っ
た
。

ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
内
閣
は
戦
争
遂
行
へ
の
国
民
の
鼓
舞
だ
け
で
な
く
、
挙
国
一
致
内
閣
に
参
画
し
て
い
た
労
働
党
の
主
張
に
も
配
慮

し
た
。
失
業
問
題
に
関
し
て
、
す
で
に
政
府
は
一
九
一
六
年
に
す
べ
て
の
労
働
者
が
戦
争
関
連
産
業
に
従
事
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の

国
民
保
険
法
パ
ー
ト
Ⅱ
の
新
た
な
法
律
を
制
定
し
て
い
た
（
20
）

。
だ
が
こ
の
法
律
は
、
使
用
者
、
被
用
者
両
方
と
も
に
評
判
が
悪
く
、
反
対
運

動
が
起
き
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
ら
フ
ェ
ビ
ア
ン
社
会
主
義
者
も
、
国
民
保
険
制
度
に
よ
る
給
付
が
労
働
者
の
生
活
改
善
を

前
提
に
行
う
も
の
で
、
権
利
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
の
理
由
か
ら
反
対
し
た
（
21
）

。

一
九
一
六
年
一
二
月
、
ロ
ン
ダ
男
爵
（B

aron R
hondda

）
と
し
て
知
ら
れ
る
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
ト
ー
マ
ス
（D

avid T
hom
as

）
が
Ｌ
Ｇ
Ｂ

の
長
官
に
就
任
し
た
。
彼
は
石
炭
会
社
の
実
業
家
の
出
身
で
あ
り
、
実
務
に
た
け
て
い
て
政
治
的
野
心
は
な
い
人
物
と
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
就
任
早
々
か
ら
Ｌ
Ｇ
Ｂ
の
医
療
査
察
官
ら
に
よ
っ
て
保
健
医
療
制
度
と
貧
困
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
て
い
た
。
す
な

わ
ち
、
貧
困
の
予
防
を
考
え
た
場
合
、
現
行
の
救
貧
法
医
療
サ
ー
ビ
ス
や
国
民
保
険
法
に
よ
る
医
療
給
付
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
総
合
的

に
扱
う
独
立
し
た
省
庁
の
設
置
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
提
案
さ
れ
た
。
当
時
、
貧
困
に
よ
っ
て
罪
の
な
い
児
童
が
年
間
五
万
人
も
死
亡
す

る
事
実
を
知
り
、
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
に
対
し
て
省
庁
の
設
置
を
検
討
す
る
よ
う
に
促
す
書
簡
を
送
っ
て
い
た
（
22
）

。
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
自

身
も
疾
病
と
貧
困
及
び
そ
の
予
防
の
重
大
性
に
は
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
お
り
、
保
健
省
の
設
置
に
理
解
を
示
し
て
は
い
た
が
、
当
時
の

六
二
一
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本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
五
四
）

友
愛
組
合
の
認
可
組
合
及
び
保
険
会
社
か
ら
の
強
硬
な
反
対
に
遭
遇
し
て
い
た
。

こ
の
時
、
再
建
省
の
下
で
当
時
下
院
副
議
長
を
務
め
て
い
た
ド
ナ
ル
ド
・
マ
ク
リ
ー
ン
（M

acL
ean, D

.

）
を
代
表
と
す
る
救
貧
法
改
革

の
た
め
の
新
た
な
委
員
会
、
通
称
マ
ク
リ
ー
ン
委
員
会
が
組
織
さ
れ
た
。
一
九
一
七
年
三
月
に
は
大
戦
中
に
ロ
シ
ア
革
命
が
勃
発
し
、
ニ

コ
ラ
イ
二
世
が
退
位
し
て
社
会
主
義
政
権
が
誕
生
し
た
。
そ
の
後
ド
イ
ツ
と
ロ
シ
ア
は
講
和
条
約
を
締
結
し
、
交
戦
状
態
が
解
消
さ
れ
た
。

こ
の
推
移
は
、
立
憲
君
主
制
を
維
持
す
る
イ
ギ
リ
ス
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
。
す
で
に
一
九
一
七
年
春
に
は
労
働
者
階
級
に
よ

る
政
府
の
政
策
を
め
ぐ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
が
起
こ
り
、
政
府
も
労
働
組
合
と
の
協
定
を
実
施
に
移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
た
（
23
）

。
イ

ギ
リ
ス
と
し
て
は
、
立
憲
君
主
制
に
よ
る
議
会
制
民
主
主
義
体
制
を
存
続
さ
せ
る
と
い
う
意
味
か
ら
も
、
労
働
者
階
級
の
利
害
に
一
層
踏

み
込
ん
だ
社
会
政
策
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
一
七
年
か
ら
審
議
が
開
始
さ
れ
た
委
員
会
は
、
一
九
一
八
年

一
月
に
報
告
書
を
提
出
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
保
護
委
員
会
の
廃
止
に
よ
る
救
貧
法
の
解
体
と
児
童
保
護
、
高
齢
者
保
護
及
び
疾
病
患
者

保
護
等
の
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
ウ
ェ
ッ
ブ
ら
が
一
九
〇
九
年
に
主
張
し
た
救
貧
法
に
関
す
る
王
立
委
員
会
少
数

派
報
告
の
「
焼
き
直
し
」
で
あ
る
。
何
故
に
焼
き
直
し
が
再
現
し
た
の
か
。
そ
の
理
由
は
、
ベ
ア
ト
リ
ス
・
ウ
ェ
ッ
ブ
が
マ
ク
リ
ー
ン
委

員
会
の
主
要
な
メ
ン
バ
ー
の
一
人
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
報
告
書
は
さ
ら
に
Ｌ
Ｇ
Ｂ
の
す
べ
て
の
サ
ー
ビ
ス
を
、
新
た
に
創
設
す
る
保
健

省
（M

inistry of H
ealth

）
の
下
で
刷
新
す
る
こ
と
を
提
言
し
た
。
こ
れ
も
ま
た
王
立
委
員
会
少
数
派
が
か
つ
て
主
張
し
た
根
拠
の
一
つ

で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
一
九
〇
九
年
報
告
時
と
異
な
る
の
は
、
当
時
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
ら
が
主
張
し
て
い
た
理
想
論
の
硬
直
性
か
ら
比
べ
れ

ば
現
実
的
か
つ
寛
容
で
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
に
は
慈
善
団
体
や
民
間
保
険
会
社
も
含
む
と
さ
れ
た
（
24
）

。
結
論
的
に
言
え
ば
ベ
ア
ト
リ
ス
・

ウ
ェ
ッ
ブ
は
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
政
治
的
思
惑
に
配
慮
し
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
マ
ク
リ
ー
ン
委
員
会
報
告
の
公
表
は
フ
ェ

ビ
ア
ン
協
会
及
び
労
働
党
の
政
治
活
動
の
勝
利
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

六
二
二



社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
五
五
）

し
か
し
こ
の
報
告
は
、
当
然
な
が
ら
救
貧
法
行
政
に
従
事
す
る
多
く
の
地
方
Ｌ
Ｇ
Ｂ
の
職
員
を
驚
愕
さ
せ
た
。
保
護
官
た
ち
か
ら
見
れ

ば
、
貧
困
の
原
因
と
な
る
疾
病
の
治
療
及
び
予
防
を
強
力
に
行
う
た
め
の
単
一
省
庁
と
し
て
の
保
健
省
の
設
置
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て

反
対
が
難
し
く
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
は
政
府
の
保
健
省
設
置
に
つ
い
て
は
傍
観
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
だ
が
Ｌ
Ｇ
Ｂ
も
一
方
的
に
負
け
て
ば
か
り

と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
マ
ク
リ
ー
ン
委
員
会
報
告
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
失
業
問
題
に
関
与
し
て
「
失
業
の
予
防
と
職
業
訓
練
の
た

め
の
委
員
会
（P

revention of U
nem
ploym

ent and T
raining C

om
m
ittee

）」
の
創
設
を
政
府
に
提
案
し
て
い
た
。
職
業
紹
介
や
職
業
訓
練

な
ど
、
そ
れ
ま
で
Ｌ
Ｇ
Ｂ
が
伝
統
的
に
担
っ
て
い
た
権
限
を
す
べ
て
取
り
上
げ
、
専
門
的
行
政
官
が
代
わ
り
に
そ
の
行
政
を
執
行
す
る
と

い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
全
国
の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
委
員
会
か
ら
反
対
の
声
が
上
が
っ
た
。
個
々
の
保
護
官
も
反
対
し
、
結
局

政
府
は
こ
の
委
員
会
創
設
を
あ
き
ら
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、
マ
ク
リ
ー
ン
委
員
会
報
告
で
は
救
貧
法
行
政
の
基
本
的
単
位
で
あ

る
教
区
連
合
と
保
護
官
制
度
の
廃
止
に
言
及
し
た
。
し
か
し
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
政
治
的
攻
勢
は
す
さ
ま
じ
く
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
の
推
挙

を
受
け
て
当
選
し
て
い
る
地
方
選
出
の
国
会
議
員
が
容
易
に
同
案
に
賛
同
で
き
な
い
状
態
に
追
い
込
ま
れ
た
。
政
府
も
こ
の
状
況
を
素
早

く
察
知
し
て
、
そ
こ
ま
で
の
改
革
に
は
至
ら
な
い
よ
う
に
し
た
。
こ
う
し
て
そ
の
後
議
会
に
お
い
て
教
区
連
合
及
び
保
護
官
制
度
の
廃
止

が
具
体
的
な
政
治
課
題
に
上
る
こ
と
は
、
一
九
二
九
年
ま
で
な
か
っ
た
（
25
）

。

こ
う
し
た
経
緯
を
へ
て
挙
国
一
致
内
閣
の
も
と
に
一
九
一
九
年
Ｌ
Ｇ
Ｂ
が
廃
止
さ
れ
、
救
貧
行
政
の
所
轄
は
新
設
の
保
健
省

（M
inistry of H

ealth

）
へ
と
移
っ
た
。
こ
れ
は
行
政
的
に
は
国
の
一
部
局
と
し
て
の
保
健
省
が
大
臣
の
下
で
救
貧
行
政
を
行
う
、
と
い
う

点
で
、
救
貧
法
の
実
質
的
解
体
が
さ
ら
に
進
ん
だ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
内
容
的
に
も
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
は
第
一
次
世
界
大
戦
全

般
を
通
じ
て
大
き
な
変
化
を
み
せ
て
い
た
。
そ
れ
は
戦
争
前
に
は
福
祉
対
象
者
及
び
有
能
貧
民
に
対
し
て
過
酷
と
思
わ
せ
る
収
容
実
態
を

反
映
し
て
い
た
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
多
く
が
、
戦
争
の
勃
発
と
と
も
に
病
弱
の
人
々
を
救
う
目
的
の
医
療
関
係
の
施
設
へ
と
転
化
し
た
か
ら

六
二
三
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本
法
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第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
五
六
）

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
八
七
〇
年
の
救
貧
法
改
革
に
よ
っ
て
、
救
貧
法
給
付
申
請
者
が
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
に
収
容
さ
れ
る
際
に
は
、
医
療
専

門
官
に
よ
る
健
康
状
態
の
検
査
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
（
26
）

、
ま
た
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
自
体
に
看
護
師
が
常
駐
す
る
医
療
系
の
施
設
と
し
て
十

分
に
機
能
を
発
揮
で
き
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
救
貧
行
政
は
保
健
省
の
所
轄
に
な
っ
た
が
、
救
貧
行
政
の
実
権
は
従
来
通
り
地
方
に
あ
り
、
地
方
の
有
識
者
や
名
士
が
好
む

「
名
誉
職
」
の
一
つ
と
し
て
の
救
貧
法
保
護
官
の
手
に
あ
っ
た
。
全
国
の
生
活
困
窮
者
が
救
貧
法
に
よ
る
救
済
を
申
し
立
て
、
そ
の
裁
定

を
下
す
権
限
は
、
依
然
と
し
て
彼
ら
が
所
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
た
と
え
戦
勝
国
と
は
い
え
イ
ギ
リ
ス
が
第
一
次
世

界
大
戦
で
受
け
た
被
害
は
甚
大
で
あ
っ
た
。
一
九
一
〇
年
代
の
戦
後
ブ
ー
ム
が
去
る
と
、
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
内
閣
に
横
た
わ
っ
た
の
は

国
家
の
膨
大
な
負
債
と
国
民
の
増
税
負
担
の
重
圧
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
に
対
処
し
、
金
本
位
制
の
下
で
イ
ン
フ
レ
の
重
圧
か
ら
逃
れ
、

強
力
な
デ
フ
レ
政
策
を
遂
行
す
る
目
的
で
、
当
時
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
大
き
な
影
響
力
が
あ
っ
た
ロ
ザ
メ
ア
卿
（L

ord R
otherm

ere

）
を
代

表
に
、「
反
浪
費
同
盟
（A

nti-W
aste L

eague
）
が
結
成
さ
れ
、
そ
の
年
の
選
挙
で
こ
の
同
盟
者
の
三
人
が
国
会
議
員
と
な
っ
た
。
こ
の
期

に
乗
じ
て
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
予
算
削
減
の
委
員
会
を
招
集
し
、
自
ら
民
間
人
で
あ
っ
た
ゲ
デ
ス
（S

ir E
ric C

am
pbell-G

eddes

）
を

委
員
会
の
ヘ
ッ
ド
に
起
用
し
て
一
九
二
二
│
三
年
度
の
厳
し
い
歳
出
カ
ッ
ト
を
提
言
さ
せ
た
。
こ
れ
が
有
名
な
「
ゲ
デ
ス
・
ア
ッ
ク
ス

（G
eddes axe

）」
と
呼
ば
れ
る
国
家
予
算
歳
出
削
減
策
で
あ
る
。
こ
の
措
置
は
刺
激
的
で
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
政
策
経
費
が
カ
ッ
ト
さ
れ
た
。

こ
の
影
響
か
ら
児
童
の
教
育
を
扱
っ
た
一
九
〇
二
年
バ
ル
フ
ォ
ア
教
育
法
も
、
こ
れ
ら
の
施
策
に
よ
り
実
効
性
が
薄
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

4
．
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
Ｌ
Ｇ
Ｂ

第
一
次
世
界
大
戦
は
突
然
ド
イ
ツ
で
革
命
が
勃
発
し
、
立
憲
君
主
制
を
敷
い
て
い
た
ホ
ー
エ
ン
チ
ョ
レ
ル
ン
家
が
退
位
し
て
共
和
制
に

六
二
四



社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
五
七
）

移
行
す
る
こ
と
で
終
結
し
た
。
深
手
を
負
い
な
が
ら
も
大
戦
の
戦
勝
国
と
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
戦
争
後
の
最
初
の
選
挙
が
一
九
一
八

年
一
二
月
に
行
わ
れ
、
引
き
続
き
挙
国
一
致
内
閣
が
勝
利
し
た
。
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
首
相
は
多
く
の
下
院
議
員
を
擁
す
る
労
働
党
に
対

し
て
、
社
会
改
良
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
実
行
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
下
院
で
最
多
数
を
占
め
た
の
は
保
守
党
議
員
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
疲
弊
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
を
襲
っ
た
大
戦
後
の
不
況
が
イ
ギ
リ
ス
全
体
を
覆
い
、
福
祉
国
家
を
目
指
し
労
働
者
階
級
に
妥
協
し

た
社
会
改
良
の
継
続
は
決
し
て
物
理
的
に
実
行
し
や
す
い
環
境
で
は
な
か
っ
た
。
兵
役
か
ら
解
除
さ
れ
、
帰
還
し
た
何
百
万
も
の
兵
士
に

適
当
な
職
場
は
与
え
ら
れ
ず
、
結
局
戦
時
中
に
は
減
少
し
て
い
た
救
貧
法
救
済
受
給
者
数
が
大
戦
後
の
時
期
に
急
増
し
た
。
一
九
二
一
年

ま
で
に
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
総
人
口
の
四
％
に
当
た
る
一
五
〇
万
人
も
の
人
々
が
、
救
貧
法
保
護
官
か
ら
救
済
給
付
を

受
給
し
て
い
た
（
27
）

。
さ
ら
に
一
九
二
六
年
ま
で
に
、
救
貧
法
救
済
受
給
者
の
数
は
二
五
〇
万
人
に
膨
れ
上
が
っ
て
い
た
。
同
じ
年
に
イ
ギ
リ

ス
で
は
じ
め
て
Ｔ
Ｕ
Ｃ
（
労
働
総
同
盟
）
に
よ
る
炭
鉱
夫
組
合
に
連
帯
し
た
ゼ
ネ
ラ
ル
ス
ト
ラ
イ
キ
が
決
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス

労
働
者
階
級
の
生
活
が
困
難
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
表
す
も
の
で
、
と
く
に
ロ
ン
ド
ン
の
下
層
階
級
で
は
生
活
不
安
の
下
で
惨
状

を
呈
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
中
で
ポ
プ
ラ
ー
・
バ
ラ
（P

oplar B
orough

）
で
の
失
業
者
向
け
の
手
当
て
（
院
外
給
付
）
が
問
題
に
な
っ
た
。
第
一
次
大

戦
終
結
以
降
ロ
ン
ド
ン
の
失
業
者
、
求
職
者
が
そ
の
手
当
を
求
め
て
ポ
プ
ラ
ー
に
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
地
区
は
、

労
働
党
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
保
護
官
行
政
の
結
果
、
戦
争
前
か
ら
生
存
基
準
以
上
の
救
貧
法
給
付
を
行
う
こ
と
で
有
名
で
、
と
び
ぬ
け
た

救
貧
法
支
出
で
保
守
層
が
注
目
し
て
い
た
。
す
で
に
救
貧
法
保
護
官
を
含
む
ポ
プ
ラ
ー
・
バ
ラ
評
議
会
は
一
九
二
一
年
に
は
、
ロ
ン
ド
ン

地
区
評
議
会
（L

ondon C
ounty C

ouncil; 

以
下
、
Ｌ
Ｃ
Ｃ
と
い
う
）
か
ら
の
出
費
も
困
難
な
ほ
ど
支
出
が
限
界
に
達
し
て
い
た
。
ポ
プ
ラ
ー

地
区
に
居
住
す
る
富
裕
層
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
他
の
地
区
に
比
べ
て
相
対
的
に
高
い
地
方
税
を
拠
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
た

六
二
五
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法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
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（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
五
八
）

め
、
評
議
員
は
割
高
な
地
方
税
の
徴
収
と
い
う
方
法
で
は
な
く
、
ロ
ン
ド
ン
の
西
部
富
裕
地
区
か
ら
東
部
貧
困
地
区
に
財
政
調
整
を
行
う

首
都
一
般
貧
困
基
金
（M

etropolitan C
om
m
on P

oor F
und （28

）
）
を
含
む
四
つ
の
局
に
援
助
を
求
め
た
。
Ｌ
Ｃ
Ｃ
と
首
都
一
般
貧
困
基
金
は
こ

れ
を
違
法
と
し
て
高
等
裁
判
所
に
告
訴
し
、
そ
れ
に
対
応
し
た
ポ
プ
ラ
ー
の
評
議
員
三
〇
人
（
こ
の
う
ち
六
人
は
女
性
で
妊
婦
も
い
た
）
は

二
〇
〇
〇
人
の
支
持
者
と
と
も
に
自
ら
も
行
進
し
、
逮
捕
さ
れ
監
獄
に
収
監
さ
れ
た
。

彼
ら
が
逮
捕
、
収
監
さ
れ
た
と
い
う
情
報
は
地
区
に
居
住
す
る
貧
民
に
即
座
に
知
ら
さ
れ
、
住
民
た
ち
は
監
獄
を
取
り
囲
ん
で
不
穏
な

動
き
が
広
が
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
ポ
プ
ラ
ー
地
区
周
辺
の
貧
困
地
区
の
バ
ラ
の
評
議
会
員
た
ち
も
、
こ
れ
に
同
調
す
る
動
き
を
見
せ

始
め
た
。
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
組
合
は
、
逮
捕
さ
れ
た
ポ
プ
ラ
ー
評
議
員
へ
の
支
援
を
決
定
し
、
収
監
さ
れ
て
生
活
の
糧
を
失
っ
た

彼
ら
の
家
族
に
対
し
て
カ
ン
パ
を
募
っ
て
支
援
し
た
。
も
ち
ろ
ん
下
院
議
会
で
相
当
数
を
占
め
、
挙
国
一
致
内
閣
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た

労
働
党
も
彼
ら
を
支
持
す
る
活
動
を
行
っ
た
。「
ポ
プ
ラ
ー
の
乱
」
の
再
来
で
あ
る
。
政
府
も
こ
の
動
き
に
対
し
妥
協
し
て
ポ
プ
ラ
ー
・

バ
ラ
へ
の
首
都
一
般
貧
困
基
金
か
ら
の
拠
出
金
を
五
万
ポ
ン
ド
か
ら
三
〇
万
ポ
ン
ド
と
し
た
。
法
廷
も
六
週
間
の
収
監
の
後
に
全
員
を
釈

放
し
た
。
議
会
は
、
地
方
税
の
徴
収
が
そ
れ
ま
で
負
担
に
応
じ
て
課
税
し
て
い
た
も
の
を
富
裕
な
地
域
と
貧
し
い
地
域
と
を
標
準
化
す
る

地
方
政
府
財
政
引
当
法
（L
ocal A

uthorities

（F
inancial P

rovisions

）A
ct 1921

）
を
成
立
さ
せ
た
。

「
ポ
プ
ラ
ー
の
乱
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
バ
ラ
評
議
員
の
中
に
労
働
党
か
ま
た
は
労
働
党
寄
り
の
社
会
主
義
信
奉
者

が
、
失
業
者
に
対
し
て
保
険
の
手
段
で
は
な
く
救
貧
法
給
付
の
拡
大
で
困
窮
者
の
生
活
の
保
障
を
試
み
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は

ウ
ェ
ー
ル
ズ
炭
鉱
労
働
者
地
区
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
対
し
て
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
労
働
党
寄
り
の
教
区
連
合
が
、
生
活
の
維
持
の
た
め
に
救
貧
法

給
付
を
行
う
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
作
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
29
）

。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
有
能
貧
民
に
は
院
外
救
済
を
与
え
な
い
と
す
る

Ｌ
Ｇ
Ｂ
の
一
九
一
一
年
の
指
令
の
抜
け
道
を
利
用
す
る
行
為
で
あ
っ
た
（
30
）

。
確
か
に
こ
の
後
自
由
党
は
政
治
的
力
を
失
っ
て
ゆ
く
が
、
自
治

六
二
六



社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
五
九
）

体
に
よ
る
救
貧
法
行
政
そ
の
も
の
が
と
り
わ
け
貧
民
に
同
情
的
な
政
治
で
票
を
獲
得
す
る
労
働
党
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と

な
り
、
政
治
と
深
く
か
か
わ
る
と
い
う
事
態
を
招
き
か
ね
な
い
状
態
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
ロ
ン
ド
ン
等
大
都
市
の
限
ら
れ
た
地
域
ば
か
り

で
な
く
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
例
に
見
る
よ
う
に
全
国
の
救
貧
法
保
護
官
に
ま
で
及
ぶ
と
、
そ
の
影
響
は
甚
大
に
な
る
と
想
定
さ
れ
た
。
さ
ら

に
保
健
省
は
一
九
二
一
年
に
全
国
の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
に
「
例
外
的
な
場
合
で
も
、
失
業
者
に
対
す
る
給
付
は
自
立
し
た
労
働
者
が
自
分
の
労
働
生

活
を
維
持
で
き
る
所
得
よ
り
以
下
の
給
付
で
あ
る
べ
き
」
と
し
た
（
31
）

。
こ
こ
で
も
給
付
の
低
位
性
は
貫
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
救
貧
法
の
存
続
を
前
提
と
し
た
保
健
省
の
行
政
は
、
実
際
に
医
療
行
政
を
担
当
す
る
医
師
そ
の
他
の
ス
タ
ッ
フ
に
次
第

に
不
満
を
募
ら
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。
彼
ら
は
純
粋
に
保
健
医
療
の
み
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
行
政
を
担
当
で
き
る
よ
う
、
要
請
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
二
〇
世
紀
以
降
に
生
じ
た
新
た
な
需
要
、
す
な
わ
ち
学
校
保
健
制
度
や
国
民
保
険
法
に
よ
る
健
康
保
険
制
度

の
成
立
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
方
の
旧
Ｌ
Ｇ
Ｂ
ス
タ
ッ
フ
は
こ
の
要
求
に
頑
強
に
反
対
し
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
の
所
轄
と
責
任
は
、
保

健
医
療
と
救
貧
法
行
政
を
一
体
と
し
て
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
政
府
も
こ
れ
ら
に
対
し
て
強
引
に
改
革
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
結
局
救
貧

法
体
制
は
継
続
し
た
。
し
か
し
、
旧
Ｌ
Ｇ
Ｂ
に
よ
る
救
貧
法
体
制
は
保
健
省
の
行
政
か
ら
学
校
保
健
サ
ー
ビ
ス
と
工
場
査
察
官
制
度
を
取

り
込
め
な
か
っ
た
。
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
新
設
の
保
健
省
が
国
民
保
険
の
健
康
保
険
全
般
の
サ
ー
ビ
ス
を
所
轄
し
た
の
は
、
そ
の
後
の

国
民
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
成
立
に
大
き
く
寄
与
し
た
と
い
え
る
（
32
）

。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
行
政
の
中
に
巧
み
に
入
り
込
む
救
貧
法
シ
ス
テ
ム
の

手
法
は
、
そ
れ
が
完
全
な
刷
新
を
迎
え
る
一
九
二
九
年
ま
で
保
健
医
療
行
政
の
中
で
生
き
続
け
た
と
み
て
よ
い
（
33
）

。

一
九
二
二
年
、
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
の
自
由
党
内
閣
が
総
選
挙
に
敗
れ
て
保
守
党
出
身
の
ア
ン
ド
ル
ー
・
ボ
ナ
ー
・
ロ
ー
（R

t. H
on. 

A
ndrew

 B
onar L

aw
, P
C

、
一
八
五
八
年
│
一
九
二
三
年
）
に
よ
る
わ
ず
か
の
期
間
の
内
閣
の
後
、
一
九
二
三
年
、
ス
タ
ン
リ
ー
・
ボ
ー
ル
ド

ウ
ィ
ン
（S

tanley B
aldw
in, 1st E

arl B
aldw
in of B

ew
dley

、K
G
, P
C

、
一
八
六
七
年
│
一
九
四
七
年
）
が
後
継
内
閣
を
組
閣
し
た
。
こ
の
時

六
二
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
六
〇
）

に
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（A

rthur N
eville C

ham
berlain

一
八
六
九
年
│
一
九
四
〇
年
）
が
保
健
大
臣
に
就
任
し
た
。
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ

ン
内
閣
は
、
一
時
イ
ギ
リ
ス
最
初
の
労
働
党
党
首
に
よ
る
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
（Jam
es R

am
say M

acD
onald

、
一
八
六
六
年
│
一
九
三
七
年
）
内

閣
に
首
相
の
座
を
譲
っ
た
が
、
九
か
月
の
後
に
再
び
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
が
返
り
咲
い
た
。
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
マ
ク
ド
ナ
ル
ド

内
閣
で
一
時
大
蔵
卿
と
な
っ
た
が
政
権
が
戻
っ
て
保
健
大
臣
と
し
て
再
任
さ
れ
た
。
実
際
の
業
務
で
地
方
税
の
配
分
や
Ｌ
Ｇ
Ｂ
の
旧
来
か

ら
の
伝
統
、
つ
ま
り
中
央
政
府
と
の
連
携
を
取
ら
な
い
行
政
の
現
実
を
見
た
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
保
守
政
治
家
と
し
て

Ｌ
Ｇ
Ｂ
を
ソ
連
の
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
（
革
命
自
治
評
議
会
）
の
よ
う
に
と
ら
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
34
）

。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
救
貧
法
行
政
に
対

す
る
見
方
は
厳
し
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
一
方
で
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
社
会
保
障
制
度
の
発
展
に
は
情
熱
を
注
い
だ
。
一
九
二
五
年
に

議
会
で
寡
婦
、
孤
児
及
び
老
齢
年
金
法
（W

idow
s, O
rphans, and O

ld A
ge P

ensions A
ct

）
が
成
立
し
、
拠
出
制
年
金
が
施
行
さ
れ
、
対

象
年
齢
も
六
五
歳
か
ら
に
な
っ
た
。
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
こ
の
行
政
に
保
健
省
と
し
て
尽
力
し
、
次
第
に
保
健
省
が
社
会
保
障

の
中
枢
機
関
と
な
る
よ
う
に
し
た
。
同
時
に
彼
は
保
健
政
策
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
、
そ
し
て
住
宅
政
策
に
も
そ
の
手
腕
を
発
揮
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
目
標
は
Ｌ
Ｇ
Ｂ
の
解
体
で
あ
っ
た
が
、
歴
代
の
内
閣
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
い
き
な
り
過
激

な
行
動
を
と
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
ブ
ラ
ン
デ
ー
ジ
（B

rundage, A
.2002

）
に
よ
れ
ば
、
最
初
に
一
九
一
一
年
に
制
定
さ
れ
て

い
た
救
済
規
制
令
に
よ
っ
て
保
健
省
所
轄
の
救
貧
行
政
に
か
か
わ
る
職
員
が
規
則
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
給
付
や
規
制
を
行
っ
て
い
る
場
合

に
は
、
保
健
省
と
い
う
強
権
的
な
力
に
よ
っ
て
保
護
官
の
行
為
を
や
め
さ
せ
る
よ
う
に
仕
向
け
た
。
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
行
使

し
た
も
う
一
つ
は
、
保
護
官
委
員
会
に
よ
る
資
金
借
り
入
れ
を
保
健
省
の
権
限
で
公
式
に
認
可
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
第

一
次
世
界
大
戦
後
の
不
況
と
失
業
に
よ
っ
て
、
救
貧
法
給
付
か
ら
の
救
済
（
手
当
て
金
）
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
た
委
員
会
で
は
、
金
銭
的

に
大
き
な
負
債
を
抱
え
て
い
た
。
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
保
健
省
内
に
こ
れ
ら
の
負
債
を
抱
え
る
地
域
を
精
査
す
る
職
員
を
配
置

六
二
八



社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
六
一
）

し
た
。
す
な
わ
ち
労
働
党
に
よ
る
給
付
の
奨
励
が
盛
ん
な
保
護
委
員
会
を
割
り
出
し
、
保
健
省
の
権
限
に
よ
っ
て
彼
ら
の
負
債
が
生
じ
た

責
任
を
取
ら
せ
る
手
法
を
実
行
し
た
の
で
あ
る
（
35
）

。
こ
う
し
た
巧
妙
な
政
治
手
法
に
よ
っ
て
、
保
護
官
は
従
来
の
よ
う
に
独
自
の
立
場
か
ら

給
付
実
行
や
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
次
第
に
保
健
省
に
よ
る
指
導
の
下
で
働
く
職
員
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
流
れ
に
追

従
す
る
よ
う
に
一
九
二
六
年
に
イ
ギ
リ
ス
議
会
は
「
保
護
官
委
員
会
（
債
務
不
履
行
）
法
（B

oard of G
uardian

（（D
efault

））A
ct

）」
を
成

立
さ
せ
た
（
36
）

。
こ
の
法
律
の
内
容
は
保
健
省
が
不
良
負
債
を
抱
え
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
地
域
の
保
護
官
委
員
会
の
委
員
を
更
迭
で
き
る
権

限
を
与
え
る
も
の
で
、
ポ
プ
ラ
ー
の
乱
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
職
員
は
こ
れ
以
降
す
く
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

一
方
強
力
に
中
央
集
権
化
を
押
し
す
す
め
る
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
手
法
は
、
労
働
党
等
、
左
派
の
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
保

守
的
な
全
国
の
保
護
委
員
会
に
も
恐
れ
と
不
安
を
抱
か
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
全
国
の
保
守
的
な
保
護
委
員
会
は
、
一
九
二
六
年

に
行
わ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
炭
鉱
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
呼
応
し
た
ゼ
ネ
ス
ト
で
、
地
域
の
左
派
保
護
委
員
会
が
行
っ
た
家
族
あ
て
の
院
外

給
付
事
業
に
対
し
て
強
力
な
反
対
を
表
明
し
た
。
こ
の
事
態
は
保
守
的
な
全
国
の
保
護
委
員
会
が
結
果
的
に
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン

の
政
策
を
承
認
す
る
契
機
と
な
っ
た
（
37
）

。
債
務
不
履
行
法
を
適
用
し
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
一
九
二
七
年
に
「
監
査
法
（A

udit A
ct

）」
を

成
立
さ
せ
た
。
こ
れ
は
地
方
の
保
護
委
員
会
の
監
査
を
厳
重
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
度
な
院
外
支
出
の
乱
発
に
よ
っ
て
負
債
を
抱
え

る
保
護
委
員
会
に
一
層
の
圧
力
を
か
け
る
狙
い
が
あ
っ
た
。
ネ
ヴ
ィ
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
さ
ら
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
形
で
、

一
九
二
八
年
に
「
緊
急
時
供
給
法
（E

m
ergency P

rovisions A
ct

）」
を
上
程
し
た
。
こ
の
法
律
は
、
ポ
プ
ラ
ー
の
乱
の
首
謀
者
た
ち
が
獲

得
し
た
首
都
一
般
貧
困
基
金
の
特
別
な
支
給
を
覆
す
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
こ
う
し
た
保
護
官
行
政
の
弱
点
を
突
く
政
策
を
積
み
重
ね
、
一
連
の
準
備
期
間
を
経
て
い
よ
い
よ
一
九
二
九
年
地
方

自
治
法
の
制
定
作
業
を
本
格
的
に
進
め
た
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
救
貧
法
を
葬
り
去
る
た
め
の
法
律
の
制
定
を
一
刻
も
早
く
実
現
さ
せ
た

六
二
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
六
二
）

か
っ
た
が
、
当
時
の
大
蔵
卿
で
あ
っ
た
チ
ャ
ー
チ
ル
（S

ir W
inston L

eonard S
pencer-C

hurchill, K
G
, O
M
, C
H
, T
D
, P
C
, D
L
, F
R
S
, 

H
on. R

A
、
一
八
七
四
年
│
一
九
六
五
年
）
と
の
意
思
疎
通
が
十
分
で
な
か
っ
た
の
が
遅
れ
た
原
因
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
（
38
）

。
し
か
し
そ
の
後

交
渉
を
重
ね
て
、
地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
る
救
貧
法
予
算
の
再
編
成
と
、
保
護
官
制
度
の
最
終
的
な
廃
止
を
目
指
し
た
新
制
度
の
導
入

を
チ
ャ
ー
チ
ル
に
認
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一
九
二
八
年
一
一
月
二
八
日
に
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
保
健
大
臣
は
自
身
の
上
程
に
よ
る

法
案
を
発
表
し
た
。
法
案
は
一
〇
〇
条
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
救
貧
法
に
触
れ
た
個
所
は
ほ
ん
の
一
部
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
全
国
に

存
在
す
る
六
二
五
の
教
区
連
合
を
廃
し
て
地
区
評
議
会
及
び
地
区
バ
ラ
評
議
会
へ
移
行
し
、
公
的
扶
助
委
員
会
が
そ
の
機
能
を
継
続
す
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

最
初
に
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
全
国
の
保
護
官
の
給
付
裁
定
が
と
も
す
れ
ば
寛
容
に
傾
き
が
ち
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
保
護
官
委
員

会
に
よ
る
給
付
申
請
の
裁
定
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
新
た
な
シ
ス
テ
ム
に
変
更
し
た
。
す
な
わ
ち
、
全
国
の
保
健
省
当
局
に
生
活
困
窮
者
の
申

請
裁
定
機
関
と
し
て
公
的
扶
助
委
員
会
（P

ublic A
ssistance C

om
m
ittee; 

以
下
Ｐ
Ａ
Ｃ
ｓ
と
記
す
）
を
設
置
し
た
。
フ
レ
イ
ザ
ー
の
著
述

（
二
〇
〇
九
）
に
よ
る
と
、
Ｐ
Ａ
Ｃ
ｓ
の
設
置
に
よ
っ
て
今
ま
で
救
貧
法
委
員
会
が
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
児
童
の
ケ
ア
や
慢
性
疾
患
患
者

の
取
り
扱
い
に
も
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
が
一
九
〇
九
年
王
立
委
員
会
の
少
数
派
報
告
及
び
一
九
一
八
年
の

マ
ク
リ
ー
ン
委
員
会
の
行
政
に
関
す
る
報
告
の
趣
旨
に
近
づ
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
39
）

。

こ
の
打
開
策
と
し
て
財
務
省
が
地
方
の
貧
困
者
に
対
す
る
予
算
配
分
を
行
い
、
地
方
自
治
政
府
が
そ
れ
を
執
行
す
る
内
容
の
法
案
が

一
九
二
八
年
一
一
月
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
法
案
の
名
前
は
「
地
方
自
治
法
案
（L

ocal G
overnm

ent B
ill

）」
で
、
一
〇
〇
条
以
上
の
条

項
が
あ
る
。
法
律
の
条
項
の
多
く
に
含
ま
れ
る
内
容
は
、
救
貧
法
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
40
）

。
と
り
わ
け
、
全
国
六
二
五
に
及
ぶ
保
護
官

委
員
会
は
、
救
貧
法
給
付
及
び
高
齢
者
処
遇
に
関
す
る
そ
の
権
限
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
代
わ
り
に
そ
れ
を
地
区
評
議
会
（county council

）

六
三
〇



社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
六
三
）

ま
た
は
地
区
バ
ラ
評
議
会
（county borough council

）
が
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
各
地
区
は
Ｐ
Ａ
Ｃ
ｓ
を
設
置
す
る
も
の
と
さ
れ

た
。
各
地
区
に
は
さ
ら
に
救
済
地
区
（relief districts

）
が
振
り
分
け
ら
れ
、
従
来
の
院
外
給
付
の
支
給
決
定
は
選
挙
で
選
ば
れ
た
評
議

員
に
よ
る
「
保
護
官
の
委
員
会
（the guardians ’com

m
ittee

）」
が
行
う
も
の
と
さ
れ
た
。
ま
た
施
設
収
容
な
ど
の
院
内
処
遇
は
直
接
地
区

評
議
会
な
い
し
地
区
バ
ラ
評
議
会
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
さ
れ
た
。
救
貧
法
の
下
で
残
存
し
て
い
た
、
今
日
で
い
う
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム

の
よ
う
な
形
態
の
、
慢
性
の
疾
病
患
者
（
主
に
高
齢
者
）
が
入
院
す
る
公
衆
衛
生
病
院
（public health hospital

）、
そ
し
て
民
間
の
篤
志
家

に
よ
る
慈
善
病
院
（voluntary hospital

）
の
所
轄
は
完
全
に
救
貧
法
の
手
を
離
れ
、
次
第
に
急
性
期
病
院
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
（
41
）

。
保
健
省
の
原
則
は
、
あ
く
ま
で
も
法
律
に
基
づ
く
行
政
を
全
国
的
に
、
し
か
も
例
外
な
し
で
執
行
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
で

も
な
お
受
給
や
給
付
の
条
件
で
特
別
な
事
情
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
保
健
省
の
権
限
に
よ
っ
て
調
整
を
行
う
と
い
う
姿
勢
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
ロ
ン
ド
ン
地
区
だ
け
は
非
常
に
膨
大
で
し
か
も
先
述
の
よ
う
に
込
み
入
っ
た
事
情
が
多
く
、
特
別
に
調
整
さ
れ
る

地
域
と
な
っ
た
。

一
九
二
九
年
は
ア
メ
リ
カ
の
株
価
暴
落
を
引
き
金
に
し
た
世
界
大
恐
慌
が
全
世
界
を
吹
き
荒
れ
、
特
に
当
時
基
軸
通
貨
で
あ
っ
た
ポ
ン

ド
を
有
す
る
イ
ギ
リ
ス
は
大
き
な
経
済
的
打
撃
を
こ
う
む
っ
た
。
こ
の
情
勢
に
呼
応
す
る
よ
う
に
同
年
の
総
選
挙
で
は
労
働
党
が
勝
利
し
、

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
内
閣
が
退
陣
し
て
ラ
ム
ゼ
イ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
（Jam

es R
am
say M

acD
onald

、
一
八
六
六
年
│
一
九
三
七
年
）
に
よ
る
労

働
党
単
独
内
閣
が
組
閣
さ
れ
た
。
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
は
社
会
政
策
の
課
題
と
し
て
取
り
組
む
は
ず
の
失
業
問
題
が
、
同
時
に
経
済
政
策

と
し
て
も
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
不
況
下
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
ど
の
程
度
の
雇
用
政
策
が
効
果
を

上
げ
る
と
い
え
る
の
か
、
ま
た
ど
う
し
た
ら
失
業
問
題
に
対
処
す
る
と
い
え
る
の
か
、
難
し
い
選
択
が
迫
ら
れ
た
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
法

案
に
つ
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
に
突
き
付
け
ら
れ
た
経
済
情
勢
の
下
で
、
あ
る
一
面
で
は
労
働
党
政
府
に
よ
る
保
護
官
委
員
会
の
政
治
的
影
響

六
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
六
四
）

力
を
く
じ
こ
う
と
い
う
意
図
が
背
後
に
あ
っ
た
と
も
思
え
る
。
し
か
し
法
案
自
体
に
対
す
る
労
働
党
政
府
の
態
度
は
、
法
案
に
正
面
か
ら

反
対
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
確
か
に
労
働
党
議
員
の
中
に
は
若
干
抵
抗
す
る
も
の
が
あ
っ
た
が
そ
の
反
対
理
由
は
法
案
内
容

が
十
分
で
は
な
い
、
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。
労
働
党
は
、
保
護
官
委
員
会
の
仕
組
み
を
温
存
さ
せ
る
と
い
う
戦
略
で
は
な
く
公

的
扶
助
制
度
の
設
立
は
国
家
に
よ
る
も
の
で
あ
る
べ
き
と
の
考
え
方
に
立
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
自
ら
の
利
害
が
こ
れ
に
よ
っ
て
大

き
く
削
ら
れ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一
九
三
〇
年
三
月
三
一
日
、
地
方
自
治
法
が
可
決
・
成
立
し
た
（
42
）

。

確
か
に
こ
の
法
律
の
制
定
に
よ
っ
て
、
一
六
〇
一
年
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
存
在
し
た
救
貧
法
の
長
い
伝
統
は
終
わ
り
を
告
げ
た
。
し
か
し
、

貧
困
者
に
対
す
る
行
政
機
構
が
大
幅
に
変
わ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
貧
困
者
そ
の
も
の
の
画
期
的
な
待
遇
改
善
や
給
付
の
改
善
が
大
幅
に

か
つ
迅
速
に
行
わ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
受
給
者
の
側
、
す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス
の
生
活
困
窮
者
か
ら
言
え
ば
こ
れ
に

よ
っ
て
従
来
か
ら
の
貧
困
者
自
身
の
無
力
さ
、
ス
テ
ィ
グ
マ
等
に
何
ら
か
の
改
善
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

5
．
生
き
延
び
る
救
貧
法
の
残
滓

一
九
三
〇
年
四
月
一
日
、
地
方
自
治
法
の
施
行
に
よ
っ
て
一
六
〇
一
年
以
来
の
旧
救
貧
法
の
貧
民
監
督
官
（O

verseers of the P
oor

）、

そ
し
て
そ
の
流
れ
を
く
む
新
救
貧
法
の
保
護
官
委
員
会
（B

oared of G
uardians

）
の
救
貧
法
行
政
機
構
は
完
全
に
消
滅
し
た
。
こ
れ
ら
の

機
能
は
Ｐ
Ａ
Ｃ
ｓ
お
よ
び
地
区
、
地
区
バ
ラ
の
保
護
官
委
員
会
に
移
さ
れ
た
。
新
し
い
委
員
会
に
よ
る
合
議
組
織
は
、
一
見
古
い
保
護
官

委
員
会
に
似
て
い
る
よ
う
だ
が
、
職
員
の
構
成
は
純
粋
な
公
務
員
で
あ
り
、
保
健
省
の
強
い
指
導
の
も
と
に
保
健
省
の
一
組
織
と
し
て
新

た
に
発
足
し
た
。
地
方
の
名
士
に
よ
る
名
誉
職
、
宗
教
的
色
彩
、
そ
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
的
な
形
態
と
彼
ら
の
給
付
を
決
定
す
る
際
の
裁

量
権
は
こ
と
ご
と
く
消
え
失
せ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
公
的
扶
助
の
組
織
が
以
前
の
救
貧
法
を
徹
底
的
に
変
革
し
た
と
み
る
の
は
、
や
は

六
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社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
六
五
）

り
不
十
分
で
あ
る
。
た
と
え
ば
公
的
扶
助
の
給
付
の
中
心
業
務
で
あ
る
資
産
調
査
は
受
給
申
請
世
帯
が
最
も
嫌
悪
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
調
査
手
法
は
微
に
入
り
細
に
わ
た
り
、
救
貧
法
時
代
と
同
様
の
手
法
で
行
わ
れ
た
（
43
）

。
ま
た
公
的
扶
助
の
交
付
を
や
や
大
げ
さ
に
認
定

す
る
手
法
も
、
救
貧
法
時
代
の
そ
れ
と
同
様
に
継
続
し
た
と
い
う
。
こ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ギ
リ
ス
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
が
、
道
路
で
歩

く
人
々
へ
の
物
乞
い
も
含
む
貧
困
に
よ
る
申
し
立
て
、
お
よ
び
彼
ら
（
彼
女
ら
）
の
貧
困
を
認
定
す
る
手
続
き
と
救
済
給
付
の
取
り
扱
い

に
関
し
て
、
長
い
救
貧
法
の
伝
統
は
そ
の
後
も
続
く
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
貧
民
救
済
の
分
野
で
あ
る
私
的
慈
善
活
動
に
お
い
て
も
、

各
宗
教
団
体
や
Ｃ
Ｏ
Ｓ
傘
下
の
組
織
の
一
部
で
は
ま
た
、「
保
護
官
委
員
会
」
と
い
う
名
称
の
使
用
が
残
っ
た
。
こ
れ
が
最
終
的
に
な
く

な
っ
た
の
は
一
九
六
〇
年
代
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
（
44
）

。
し
か
し
そ
れ
は
も
は
や
イ
ギ
リ
ス
が
推
し
進
め
て
い
る
社
会
保
障
（
福
祉
国
家
）

へ
の
道
と
は
逆
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
政
治
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
行
政
に
長
い
間
染
み
渡
っ
た
構
造
は
、
こ
う
し
て
実
に
長
い

時
間
を
か
け
て
そ
の
歴
史
的
機
能
を
次
第
に
失
っ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。

雇
用
・
失
業
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
一
九
三
四
年
に
失
業
法
（U

nem
ploym

ent A
ct

）
が
成
立
し
た
（
45
）

が
、
こ
れ
は
中
央
集
権
的
行
政
機

構
に
よ
る
執
行
体
系
で
あ
っ
た
。「
失
業
扶
助
委
員
会
（U

nem
ploym

ent A
ssistance B

oard

）
が
地
方
扶
助
局
に
新
設
さ
れ
、
こ
れ
が
実

に
長
い
歴
史
を
有
す
る
救
貧
法
の
職
業
紹
介
、
雇
用
対
策
の
シ
ス
テ
ム
と
は
相
関
性
が
全
く
な
く
な
っ
て
い
た
。
構
成
員
も
救
貧
法
関
係

者
と
異
な
る
人
材
で
あ
っ
た
。
ま
た
受
給
者
も
、
救
貧
法
の
時
代
の
よ
う
に
失
業
に
よ
る
理
由
、
と
い
う
だ
け
で
は
い
か
な
る
場
合
も
公

的
扶
助
の
給
付
は
受
け
ら
れ
な
く
な
り
、
し
た
が
っ
て
拠
出
制
に
基
礎
を
置
く
社
会
保
険
方
式
の
失
業
手
当
の
重
要
性
が
生
活
困
窮
者
に

ま
で
浸
透
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
飛
躍
し
て
結
論
を
述
べ
れ
ば
、
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
計
画
の
実
行
に
よ
る
一
九
四
八
年
の
国
民
扶
助
法
（N

ational A
ssistance A

ct

）

に
よ
り
、
さ
ら
に
中
央
集
権
化
し
た
行
政
の
下
で
、
事
務
的
な
扶
助
体
制
が
図
ら
れ
、
最
後
ま
で
残
存
し
て
い
た
救
貧
法
の
伝
統
が
消
え
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日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
六
六
）

て
い
っ
た
。
し
か
し
、
ビ
ク
ト
リ
ア
時
代
お
よ
び
そ
れ
以
前
か
ら
は
ぐ
く
ま
れ
た
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
救
貧
法
へ
の
負
の
意
識
は
、
制
度
の

消
滅
に
比
べ
て
残
存
の
度
合
い
が
高
か
っ
た
と
い
え
る
。
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
の
変
化
を
促
し
た
最
大
の
原
因
は
、
第

一
に
公
的
救
貧
制
度
に
よ
る
救
済
と
、
そ
れ
と
同
等
の
私
的
慈
善
団
体
に
よ
る
貧
民
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
両
立
し
て
存
在
し
た
こ
と
で
あ

る
。
第
二
は
新
救
貧
法
の
成
立
を
促
し
た
経
済
学
説
で
あ
る
一
九
世
紀
前
半
の
賃
金
基
金
説
が
そ
の
効
力
を
失
い
、
貧
困
対
策
と
し
て
所

得
の
再
分
配
政
策
が
積
極
的
に
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
新
救
貧
法
と
は
理
念
が
別
個
の
経
済
学
説
に
裏
付
け
ら
れ
た
強
力
な
中
央

集
権
政
府
の
主
導
に
よ
る
「
社
会
改
良
」
行
政
が
自
由
党
政
権
下
で
行
わ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
社
会
保
険
、
雇
用
政
策
の
推
進
に

よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
救
貧
法
は
独
自
の
存
在
感
を
な
く
し
て
い
っ
た
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
に
か
け
て
救
貧
法
の
中
で
社
会
福

祉
行
政
は
無
能
力
貧
民
の
受
給
権
（right to relief

）
が
明
文
化
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
対
象
者
の
絞
り
込
み
と
同
時
に
広
く
認
知

さ
れ
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
の
中
に
は
知
的
障
が
い
者
、
精
神
障
が
い
者
、
ま
た
「
老
人
ホ
ー
ム
」
に
特
化
す
る
も
の
も
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
う

し
て
新
救
貧
法
の
理
念
は
二
〇
世
紀
前
後
に
除
外
さ
れ
る
の
だ
が
、
最
も
主
要
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
原
則
の
一
つ
で
あ
っ
た
「
低
位
性
の

原
則
」
だ
け
は
、
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
へ
の
嫌
悪
感
と
と
も
に
イ
ギ
リ
ス
の
受
給
者
お
よ
び
人
口
の
多
く
を
構
成
す
る
「
受
給
予
備
軍
」
に

と
っ
て
そ
の
精
神
が
唯
一
決
し
て
弱
ま
る
こ
と
な
く
受
け
継
が
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
） F

raser D
. 

（1981

）, T
he E

nglish P
oor L

aw
 and the O

rigins of the W
elfare S

tate, E
dited by W

.J.M
om
m
sen

（1981

）, T
he 

E
m
ergence of the W

elfare S
tate in B

ritain and G
erm
any, C

room
 H
elm
, p.12.

（
2
） F
raser D

. 

（1981

）, p.9.

（
3
） 

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ル
ー
ス
の
著
作
が
典
型
と
い
え
る
。

B
ruces M

. 

（4
th E
ds.1968

）, T
he C

om
ing of the W

elfare S
tate, L

ondon;B
atsford,

六
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社
会
保
障
制
度
の
確
立
と
救
貧
法
の
解
体
（
矢
野
）

（
八
六
七
）

（
4
） F

raser D
. 

（1981

）, p.12.
（
5
） F

raser D
. 

（1981

）, p.13.
（
6
） 
小
川
喜
一
（
一
九
六
一
）「
イ
ギ
リ
ス
社
会
政
策
史
論
」、
有
斐
閣

（
7
） 
樫
原
朗
（
一
九
七
三
）「
イ
ギ
リ
ス
社
会
保
障
の
史
的
研
究
」、
法
律
文
化
社

（
8
） 

大
沢
真
理
（
一
九
八
六
）「
イ
ギ
リ
ス
社
会
政
策
史
」、
東
京
大
学
出
版

（
9
） 

経
済
学
者
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
マ
ー
シ
ャ
ル
（A

lfred M
arshall

）
は
、
無
拠
出
老
齢
年
金
成
立
後
に
ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
が
組
み
立
て
た

一
九
〇
九
年
予
算
を
「
社
会
福
祉
予
算
」
と
称
し
た
。

B
ruces M

. 

（4
th E
ds.1968

）, p.21.

（
10
） B

ruces M
. 

（4
th E
ds.1968

）, p.31.

（
11
） 

ロ
イ
ド
・
ジ
ョ
ー
ジ
は
一
九
〇
八
年
、
自
身
が
手
掛
け
た
老
齢
年
金
法
が
成
立
し
た
の
ち
、
五
日
間
の
日
程
で
ド
イ
ツ
の
社
会
保
険
制
度
を
視

察
し
た
。
帰
国
し
た
の
ち
に
彼
は
財
務
省
で
ド
イ
ツ
と
類
似
し
た
制
度
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
を
表
明
し
た
と
い
う
。T

hane, P
. 

（1996 2
nd ed.

）, 

F
oundations of three W

elfare state, L
ongm

an S
ocial P

olicy in B
ritain S

eries, p.78.

（
12
） H

arris,B
. 

（2004

）,The O
rigins of the B

ritish W
elfare S

tate: S
ocial W

elfare in E
ngland and W

ales, 1800-1945, P
algrave 

m
acm
illan, p.162.

（
13
） H

arris,B
. 

（2004

）, p.163.

（
14
） T

hane, P
. 

（1982

）, F
oundations of the W

elfare S
tate, L

ondon; L
ongm

an

（
15
） T

he D
efence of the R

ealm
 A
ct of 1914

（
16
） F
raser D

. 

（2009

）, T
he E

volution of the B
ritish W

elfare S
tate, P

algrave M
acm
illan, p.209.

（
17
） B
rundage, A

 

（2002

）, p.143.

（
18
） 

こ
の
事
実
は
、
筆
者
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
在
外
研
究
の
一
環
で
行
っ
た
現
地
調
査
か
ら
入
手
し
た
郷
土
史
の
資
料
に
基
づ
く
。

S
ue N

ew
m
an 

（2000

）, T
he C

hristchurch and B
ournem

outh U
nion W

orkhouse; T
he S

tory of the R
ed H

ouse M
useum

 and 

六
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五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
六
八
）

C
hristchurch H

ospital, pp.103-112.
（
19
） B

rundage, A
 

（2002

）, p.144.
（
20
） 1916.6&

7 G
eorge V

. cap. 20. the N
ational Insurance

（P
artII

：M
unitions W

orkers

）A
ct.

国
民
保
険
（
パ
ー
ト
Ⅱ
）
改
正
法

（
21
） G

uilbert. B
. B
. 

（1970

）, B
ritish S

ocial P
olicy 1914-1939, B

.T
. B
atsford L

td. p.98.

（
22
） G

uilbert. B
.B
. 

（1970

）, p.102.

（
23
） G

uilbert. B
.B
. 

（1970

）, p.10-11.

（
24
） B

rundage, A
 

（2002
）, p.145.

（
25
） H

arris,B
. 

（2004

）, p.177-178.

（
26
） 

二
〇
世
紀
初
頭
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
で
は
、
一
般
に
教
区
連
合
に
い
る
有
能
生
活
困
窮
者
が
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
に
収
容
さ
れ
る
場
合
、
担
当
の
医
療

官
が
面
接
を
行
い
、
は
じ
め
に
病
気
や
感
染
症
の
有
無
を
聞
き
取
り
で
記
載
す
る
、
と
い
う
形
を
取
っ
た
。
医
療
官
は
簡
単
な
診
断
を
行
い
、
入
所

者
は
入
浴
で
体
を
洗
っ
た
の
ち
に
そ
れ
ま
で
来
て
い
た
服
は
煮
沸
消
毒
の
た
め
取
り
上
げ
ら
れ
、
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
せ
ら
れ
る
の
が
一
般
的
状
態

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
規
模
の
大
き
い
教
区
連
合
の
ワ
ー
ク
ハ
ウ
ス
で
は
、
施
設
内
に
看
護
師
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
基
礎
が
す
で

に
あ
っ
た
の
で
、
戦
争
中
の
療
養
所
等
に
無
理
な
く
転
嫁
で
き
た
の
で
あ
る
。

（
27
） B

rundage, A
 

（2002

）, p.146.

（
28
） 

こ
の
基
金
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
各
バ
ラ
の
財
政
調
整
の
た
め
、
主
に
西
ロ
ン
ド
ン
の
比
較
的
富
裕
な
地
区
か
ら
東
ロ
ン
ド
ン
の
ポ
プ
ラ
ー
の
よ
う

な
貧
困
者
密
集
地
区
へ
財
政
の
融
通
が
し
や
す
い
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
29
） B
rundage, A

 

（2002

）, p.146.-147.

（
30
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he R

elief R
egulation O

rder of 1911

（
31
） T

hane, P
. 

（1982

）, p.174.

（
32
） H

arris,B
. 

（2004

）, p.178.
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）

（
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（
33
） F

raser D
. 

（2009

）, p.213.
（
34
） B

rundage, A
 

（2002

）, p.147.
（
35
） B

rundage, A
 

（2002

）, p.148.

（
36
） 1926. 16 &

 17 G
eorge V

. cap. 20.

（
37
） 

こ
の
事
件
に
よ
っ
て
債
務
不
履
行
法
が
初
め
て
適
用
さ
れ
た
。
そ
の
地
域
は
い
ず
れ
も
石
炭
を
採
掘
す
る
炭
鉱
地
区
と
し
て
有
名
な
サ
ウ
ス

ウ
ェ
ー
ル
ズ
（S

outh W
ales

）
と
ダ
ー
ラ
ム
（D

urham

）
で
あ
っ
た
。B

rundage, A
 

（2002

）, p.149.

（
38
） B

rundage, A
 

（2002

）, p.151.

（
39
） F

raser D
. 

（2009
）, p.222.

（
40
） B

rundage, A
. 

（2002 
）, p.151.

（
41
） M

eans,R
. and S

m
ith, R

. 
（S

cond ed.1998

）F
rom
 P
oor L

aw
 to C

om
m
unity C

are; T
he D

evelopm
ent of W

elfare S
ervices for 

E
lderly P

eople 1939-1971, C
room

 H
elm
, pp.16-17.

（
42
） 1929. 19 G

eorge V
. cap. 17.

（
地
方
自
治
体
法
）

（
43
） B

rundage, A
. 

（2002 

）, p.152.

（
44
） F

raster, D
. 

（2009:fourth ed.

）, p.149.

（
45
） 1934. 24 &

 25 G
eorge V

. cap. 29.

本
論
文
は
、
二
〇
一
六
年
、
社
会
政
策
学
会
第
一
三
二
回
春
期
大
会
の
自
由
論
題
の
口
頭
発
表
に
よ
る
フ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
に
加
筆
し
た

も
の
で
す
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